
株主各位

第71回定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示情報

■事業報告
業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用
状況の概要

■連結計算書類　（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

連結注記表

■計算書類　　　（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

個別注記表

上記の事項については、法令及び定款第17条の規定に基づき、インターネット上の
当社ウェブサイトに掲載することにより株主の皆さまに提供しております。

綿半ホールディングス株式会社
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　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
　　当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するため

の体制（以下、「内部統制システム」という。）を整備し、運用しております。

〔コーポレートガバナンス体制図〕 (2019年3月31日現在)
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監査役会3名
（うち社外監査役2名）

監査3部門会議
（監査役、内部監査人、会計監査人）

グループ会社

諮問

答申

•グループ会社管理規程に基づく管理・監督
•各種会議等をつうじた指導・教育

監査

報告会計監査

内部監査

報告・連携

監査

会計監査

内部監査

監査室
リスク・コンプライアンス委員会
（グループ会社管理部門長等）

管理本部長連絡会
（グループ会社管理部門長等）

人財育成担当役員会
（グループ会社人財担当役員等）

報酬諮問会議
社外役員・外部専門家等

IT情報共有ミーティング
（グループ会社システム管理担当役員等）

経営会議
（常勤取締役、常勤監査役等）

代表取締役社長

業務執行部門
グループ監査部門会議

（監査役、内部監査人、グループ監査役）

取締役会8名
（うち社外取締役2名）

（注） 報酬諮問会議は、2019年５月10日開催の取締役会決議により、役員指名報酬諮問会議としております。
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⑴　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①　当社は、取締役会設置会社であり「取締役会規程」に基づき、取締役会を定期的に開催する
　　ほか、必要に応じて随時開催しております。

　　②　取締役は、取締役会を通じて他の取締役の業務執行の監督を実施しております。
　　③　重要な財産の処分及び譲受、多額の借入及び債務保証等の重要な業務執行については「取締
　　　　役会規程」に付議事項を定め、取締役会で審議のうえ、適切に決定しております。
　　④　当社は、監査役会設置会社であり、各監査役は、監査役会が定めた監査方針のもと、取締役
　　　　会への出席、業務執行状況の調査等を通じて取締役の職務執行の監査を実施しております。
　　⑤　財務報告に係る内部統制については監査室を事務局として、基本方針及び全社計画の策
　　　　定並びに進捗管理を実施しております。

⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①　議事録(株主総会、取締役会、経営会議等の議事録）及び事業運営に係る決裁書類等の取締
　　役の業務執行に必要となる文書については、法令、定款及び社内規程に従い作成し、適切に
　　保存、管理しております。

　　②　経営及び業務執行に係る重要な情報、決定事項、社内通達等については、所管部署で作成し、
　　　　適切に保存、管理しております。

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　「取締役会規程」、「経営会議規程」及び「グループ会社管理規程」により、取締役会、経
　　営会議の決裁事項を定めております。また、グループ会社は、「取締役会規程」により、グ
　　ループ会社で決裁事項を定めております。

　　②　取締役会、経営会議そのほか重要な会議において、業務執行取締役及び経営幹部から業務執
　　　　行に係る重要な情報の報告が定期的になされております。
　　③　リスク管理及びコンプライアンスへの対応については「リスク・コンプライアンス規程」を
　　　　制定し、リスク・コンプライアンス委員会においてリスク管理及びコンプライアンスに対す
　　　　る体制、方針の決定、リスクの把握と対応の審議を行うなど、当グループ会社のリスクの監
　　　　視、コンプライアンスの維持に努め、グループ全体のリスク管理、コンプライアンスを統括
　　　　しております。
　　④　事業継続が脅かされる緊急事態、特に地震等の自然災害について、発生から復旧までの対策
　　　　を織り込んだ「事業継続計画（BCP）」をグループ会社ごとに策定しております。
　　⑤　情報セキュリティに関するリスクへの対応については「グループ情報システム規程」及び
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　　　　「情報システム管理マニュアル」等を制定し、ＩＴ情報共有ミーティングにおいて情報セキ
　　　　ュリティに対する体制及び方針の決定を行うなど、グループ会社の情報セキュリティに関す
　　　　るリスク管理全般を統括しております。

⑷　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　　①　当社は、綿半グループの経営、業務運営に係る重要な事項を審議、決議することを目的に、

　　業務執行取締役及び常勤監査役からなる経営会議を原則として月２回開催しており、特に重
　　　　要な事項については取締役会に報告しております。
　　②　取締役会に上程する事項のうち特に重要な決議事項については、担当取締役より複数回に渡
　　　　り十分な情報提供を行い、議論するなど、社外取締役及び社外監査役が適切に意思決定でき
　　　　るよう努めております。

⑸　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①　「行動規範」を定めて綿半グループの役員及び従業員に周知するとともに、法令及び社会規
　　範の遵守について、教育、啓蒙活動を定期的に実施しております。

　　②　「リスク・コンプライアンス委員会」において、コンプライアンスの体制及び方針を決定し、
　　　　グループ全体の法令遵守状況を監視するなど、コンプライアンスの推進を図っております。
　　③　「内部通報（グループホットライン）制度」を導入し、綿半グループで働くすべての人が利
　　　　用できる通報窓口を社内に複数設置するほか、社外（弁護士事務所）に通報窓口を設置し、
　　　　法令等違反行為の防止に努めております。
　　④　内部監査部門である「監査室」が各部署における業務執行が法令、定款に適合している
　　　　か否かの監査を実施しております。
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⑹　企業集団における業務の適正を確保するための体制
①　当社は、「持株会社」制を採用しており、当社の取締役が、取締役会及び経営会議を通じて
　　綿半グループ全体の重要事項の決定及びグループ会社の業務執行の監督を行っております。

　　②　当社は、「グループ会社管理規程」に基づき、グループ会社に対してグループ経営上の重要
　　　　な事項及び業務執行の状況を当社の取締役会及び経営会議に適切に付議、報告させておりま
　　　　す。
　　③　当社は、取締役会をより実効性あるものにするために、取締役会とは別に事業報告会を設け
　　　　、そこにはグループ会社の社長が出席し社長から説明を受け経営課題について議論しており
　　　　ます。
　　④　当社は、グループ会社における職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に
　　　　関する基準を定め、グループ会社に、これに準拠する体制を構築させております。
　　⑤　「行動規範」、「リスク・コンプライアンス規程」等の諸規程、当社の取締役会等によるモ
　　　　ニタリング、リスク管理その他事業運営に係る主な活動については、グループ会社に適用範
　　　　囲が及んでおります。
　　⑥　監査室は、グループ会社の内部監査人を集約し、グループ会社の内部監査業務、内部統制評
　　　　価業務及び内部統制事務局業務を執り行っております。
　　⑦　監査室は、一部のグループ会社へ監査役を派遣して、監査業務を実施しております。

⑺　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事
項

　　監査役がその職務を補助する使用人を求めた場合は、これを配置いたします。

⑻　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の前号の使用人に対する指示の実
効性の確保に関する事項

　　監査役より監査業務の補助の命令を受けた使用人に対する指揮命令権は監査役にあり、取締役
　　はその業務に関して指揮命令権を有しません。
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⑼　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
　　　当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、当社グループの取締役及び使
　　用人が職務執行に関する重要な事項を監査役に報告するなど、以下の取り組みを行っております。
　　①　取締役等から職務執行等の状況（以下の項目）について報告しております。

・経営会議及び取締役会で決議された事項
・法令、定款等に違反するおそれのある事項
・会社に著しい損害を及ぼした事項及び及ぼすおそれのある事項
・内部監査の状況及び財務報告に係る内部統制評価の結果
・グループホットラインへの通報の状況
・上記以外のコンプライアンス上重要な事項

　　②　監査役の求めに応じて代表取締役、会計監査人、監査室等は、それぞれ定期的または随時に
　　　　監査役と意見交換を実施しております。
　　③　前号の報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを
　　　　禁止し、その旨をグループ会社の取締役及び使用人に周知徹底しております。

⑽　監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理方針
　　当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対して会社法第388条に基づく費用の前払
　い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該
　監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用または債務を処
　理いたします。

⑾　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　①　監査役は、取締役及び重要な使用人からヒアリングを実施し、代表取締役、監査室及び会計
　　　監査人とそれぞれ定期的に意見交換を実施できる体制になっております。

　　②　グループ監査体制を実効的に行うため、当社の監査役は内部監査人及びグループ監査役と定
　　　　期的に意見交換を実施しております。
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⑿　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
　①　当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした
　　　態度で臨み、いかなる取引も行いません。

　　②　当社グループは、反社会的勢力による不当要求がなされた場合は、ただちに警察、弁護士等
　　　　の外部専門機関と連携をとり組織的に対応します。

⒀　財務報告の信頼性を確保するための体制
　　　当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書
　　の有効かつ適切な提出に向けて内部統制システムの運用を行います。
　　　また、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うこととします。

⒁　運用状況の概要
　①　内部統制システムの運用状況の概要は、以下のとおりであります。
　　　当事業年度において、取締役会を10回開催し、各議案についての十分な審議や取締役の業務
　　　執行状況についての報告が行われ、取締役及び監査役の間において活発な意見交換がなされ
　　　ております。また、業務執行取締役及び常勤監査役からなる経営会議を24回開催し、業務執
　　　行の適正性、効率性を確保しております。

②　コンプライアンスに対する取り組みの状況
　　　「リスク・コンプライアンス規程」に基づきグループ会社の役員及び従業員を対象とした研
　　　修を定期的に実施するなど、コンプライアンス意識の醸成、体制の向上に取組んでおります
　　　。
　　　　また、「グループホットライン規程」に基づき通報窓口を運用しており、問題の早期発見
　　　と改善措置に効果を上げております。
　　　「リスク・コンプライアンス委員会」を年４回開催し、当委員会においてグループホットラ
　　　インの内容をはじめとする重要な事項についての審議を行うなど、グループ会社のコンプラ
　　　イアンスを統括しております。
　　　　なお、内部監査については、毎年、内部監査基本計画に基づいて実施しております。

③　グループ内監査の連携及び会計監査人との連携
　　　グループ監査部門会議（当社常勤監査役、グループ会社の監査役及び内部監査責任者である
　　　主席内部監査人で構成）が毎月１回開催され、グループの監査役及び内部監査人とも意思疎
　　　通を図っております。また、2018年８月から、グループ会社に置いていた内部監査人全員
　　　（2019年４月１日時点12名）を当社の社長の指揮監督の下、当社の所属としたことで内部
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　　　監査の品質が向上しております。また、監査の品質に偏りが生じないよう今後は定期的にロ
　　　ーテーションを考えております。
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連結注記表
１．金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

２．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
⑴　連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数　　７社
主要な連結子会社の名称
　株式会社綿半ホームエイド
　株式会社綿半フレッシュマーケット
　株式会社綿半Ｊマート
　株式会社アベルネット
　綿半ソリューションズ株式会社
　綿半トレーディング株式会社
　綿半パートナーズ株式会社
　上記のうち、2018年12月の株式取得に伴い、株式会社アベルネットは当連結会計年度より連結の範
囲に含めております。

②　非連結子会社の数　　４社
主要な非連結子会社の名称
　WATAHAN DE MEXICO,S.A.DE C.V.
　ライトアットホーム株式会社
　SHIN WATAHAN COMPANY LIMITED
　株式会社T・B Trading
　連結の範囲から除いた理由
　非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び
利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の範
囲から除外しております。
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⑵　持分法の適用に関する事項
①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

該当する会社はありません。
②　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

主要な会社等の名称
　WATAHAN DE MEXICO,S.A.DE C.V.
　ライトアットホーム株式会社
　SHIN WATAHAN COMPANY LIMITED
　株式会社T・B Trading
持分法を適用しない理由
　各社の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象
から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため持分法の適
用範囲から除外しております。

⑶　連結子会社の事業年度に関する事項
　連結子会社の決算日は、連結会計年度の末日と一致しております。

⑷　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券
　その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入
法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法
ロ．デリバティブ
　時価法によっております。
ハ．たな卸資産
　商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品

　連結子会社は主として総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用し
ておりますが一部連結子会社の小売商品は売価還元原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法）を採用しております。

－ 9 －



②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産　　　　　　　　　定率法

（リース資産を除く）　　　　　　　ただし、建物(附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取
得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しており
ます。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物及び構築物　　　３～50年
　機械装置及び運搬具　３～20年

ロ．無形固定資産　　　　　　　　　定額法
（リース資産を除く）　　　　　　　なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
ハ．リース資産　　　　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用
しております。

③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金　　　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金　　　　　　　　　　従業員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見
込額を計上しております。

ハ．工事損失引当金　　　　　　　　受注工事の損失に備えるため、工事損失の発生が見込まれ、かつ､ 
その金額を合理的に見積ることができる工事についてその見積額を
引当計上しております。

ニ．完成工事補償引当金　　　　　　完成工事に係る瑕疵担保等の費用に備えるため、当連結会計年度末
に至る１年間の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づき計上
しております。

④　退職給付に係る会計処理の方法
イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。

ロ．数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま
す。
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ハ．小規模企業等における簡便法の採用
当社及び一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自
己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。

ニ．未認識数理計算上の差異の会計処理方法
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額
の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

⑤　重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
イ．当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
ロ．その他の工事

工事完成基準
⑥　重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法　　　　　　　繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たし
ている為替予約については振当処理を、特例処理の要件を満たして
いる金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象　　　　ヘッジ手段…金利スワップ、為替予約　　　　　　　　　　　　　
ヘッジ対象…借入金の利息、買掛金

ハ．ヘッジ方針　　　　　　　　　　借入金利の変動リスクを回避するために保有している借入金の範囲
内及び輸入取引の為替変動リスクを回避するために外貨建金銭債務
の範囲内で実施する方針であります。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法　　　　金利スワップ取引はすべて特例処理の要件を満たしており、為替予
約取引はすべて振当処理によっているため、有効性の評価を省略し
ております。

⑦　のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果が発現すると見積もられる期間で定額法により償却をしておりま
す。

⑧　その他連結計算書類作成のための重要な事項
イ．消費税等の会計処理　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対

象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理し
ております。

ロ．連結納税制度の適用　　　　　　連結納税制度を適用しております。
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３．表示方法の変更に関する注記
（『税効果会計に係る会計基準』の一部改正等の適用）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当連結会計年
度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
分に表示しております。
（連結貸借対照表）
　前連結会計年度において、有形固定資産の「その他」に含めて表示しておりました「工具、器具及び備品」
は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。
（連結損益計算書）
　前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「為替差損」は、金額的重
要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

４．連結貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保付債務

（担保資産）
建物及び構築物 4,145,851千円
土地 3,520,749千円
投資有価証券 18,487千円

合計 7,685,087千円

（担保付債務）
支払手形及び買掛金 103,959千円
短期借入金 1,746,196千円
長期借入金 8,060,446千円

合計 9,910,601千円
　また、上記のほか、社会福祉法人綿半野原積善会の借入債務150,000千円に対する担保として土地
135,195千円を差し入れております。

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 17,618,511千円
⑶　保証債務

関係会社等の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
SHIN WATAHAN COMPANY LIMITED 31,067千円
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式　　9,861千株
⑵　配当に関する事項

①　配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2018年６月25日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 315,566千円 32.00円 2018年３月31日 2018年６月26日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 予 定 株 式 の
種 類

配 当 の
原 資 配当金の総額

１ 株
当 た り
配 当 額

基 準 日 効 力 発 生 日

2019年６月25日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利 益

剰 余 金 325,427千円 33.00円 2019年３月31日 2019年６月26日

－ 13 －



６．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入に
よる調達を基本としております。デリバティブは借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ
取引を利用し、また、輸入取引に伴う為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引を利用しており、投
機的な取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
　当社グループは、各社の与信管理規程に従い、営業債権について取引先ごとの期日管理及び残高管理を
行うとともに、主な取引先の信用情報を定期的に把握する体制としております。
　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されており
ますが、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案
して保有状況を継続的に見直しております。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。
　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資
金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期の一部
については、支払金利の変動リスクを回避して固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金
利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。
　また、営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に作成
する資金繰り予定表などにより管理しております。
　デリバティブ取引は、外貨建営業債務に係る為替変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引、
借入金に係る金利変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会
計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性の評価方法等については、前述の連結計
算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等「（4）会計方針に関する事項 ⑥重要なヘッ
ジ会計の方法」をご参照下さい。
　デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。
　また、デリバティブ取引の執行・管理については、職務権限を定めた社内規程に従って行っております。
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⑵　金融商品の時価等に関する事項
　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。（（注）２
参照）

連結貸借対照表計上額（※１）
（千円）

時　価（※１）
（千円）

差 額
（千円）

①　現金及び預金 3,142,039 3,142,039 －

②　受取手形及び売掛金 18,080,220 18,080,220 －

③　投資有価証券 986,081 986,081 －

④　支払手形及び買掛金 (22,074,302) (22,074,302) (－)

⑤　短期借入金（※２） (1,600,000) (1,600,000) (－)

⑥　長期借入金（※２） (12,489,862) (12,101,249) (△388,612)

⑦　デリバティブ取引 (681) (681) (－)

（※１）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
（※２）１年以内返済予定の長期借入金は、⑥長期借入金に含めております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

①　現金及び預金、並びに、②　受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。

③　投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

④　支払手形及び買掛金、並びに⑤　短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。

⑥　長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割
り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金の一部は金利スワップの特例処
理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を
行った場合に適用される合理的に見積もられる割引率で割り引いて算定する方法によっております。

⑦　デリバティブ取引
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
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（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額

　非上場株式 284,641

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 3,142,039 － － －

受取手形及び売掛金 18,080,220 － － －

（注４）長期借入金及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額

１ 年 以 内
（千円）

１ 年 超
２ 年 以 内

（千円）

２ 年 超
３ 年 以 内

（千円）

３ 年 超
４ 年 以 内

（千円）

４ 年 超
５ 年 以 内

（千円）
５ 年 超

（千円）

長 期 借 入 金 1,924,788 5,063,808 1,281,570 1,573,996 948,996 1,696,704
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７．賃貸等不動産に関する注記
⑴　賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の連結子会社では、東京その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸用の
オフィスビル（土地を含む）、住居用施設等を有しております。なお、賃貸用のオフィスビルの一部につい
ては、当社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。

⑵　賃貸等不動産の時価に関する事項

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 （ 千 円 ） 当 連 結 会 計
年 度 末 の 時 価

（千円）当 連 結 会 計
年 度 期 首 残 高

当 連 結 会 計
年 度 増 減 額

当 連 結 会 計
年 度 末 残 高

賃 貸 等 不 動 産 2,532,821 △78,718 2,454,102 2,577,798

賃 貸 等 不 動 産 と し て 使 用
さ れ る 部 分 を 含 む 不 動 産 2,074,954 △8,392 2,066,562 3,198,486

（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

（注２）期中増減額のうち、主な増加額は賃貸用オフィスビル改修工事等（52,302千円）であり、主な減少額
は賃貸用住居用施設売却等（63,441千円）及び減価償却費（77,230千円）であります。

（注３）当連結会計年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づいて自社で算
定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

　また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する当連結会計年度末に
おける損益は、次のとおりであります。

賃 貸 収 益
（千円）

賃 貸 費 用
（千円）

差 額
（千円）

そ の 他
(売 却 損 益 等 )

（千円）

賃 貸 等 不 動 産 150,208 96,943 53,264 2,989

賃 貸 等 不 動 産 と し て 使 用
さ れ る 部 分 を 含 む 不 動 産 74,967 94,063 △19,096 0

（注１）賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理として当社が使用
している部分も含むため、当該部分の賃貸収益は計上されておりません。なお、当該不動産に係る費用
（地代、減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等）については、賃貸費用に含まれております。
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８．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 1,488円41銭
⑵　１株当たり当期純利益 163円54銭

９．重要な後発事象に関する注記
　特記すべき事項はありません。
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個別注記表
１．金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

２．重要な会計方針に係る事項
⑴　有価証券の評価基準及び評価方法

①　子会社株式　　　　　　　　　　移動平均法による原価法
②　その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法
⑵　デリバティブの評価基準及び評価方法

　時価法によっております。
⑶　固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産　　　　　　　　　定率法
（リース資産を除く）　　　　　　　ただし、建物(附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　建物　　　４～50年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　構築物　　３～50年

②　無形固定資産　　　　　　　　　定額法
（リース資産を除く）　　　　　　　なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
③　リース資産　　　　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお
ります。

⑷　引当金の計上基準
①　貸倒引当金　　　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能
性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　　従業員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込
額を計上しております。

③　退職給付引当金　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務
に基づき計上しております。退職給付債務の計算方法は資格ポイント
制に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法を採用しておりま
す。退職給付は資格ポイントの50％を確定拠出年金の掛金として拠
出し、50％を一時金として引当計上しております。
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⑸　重要なヘッジ会計の方法
　原則として繰延ヘッジ処理によっております。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては
特例処理によっております。

⑹　その他計算書類作成のための基本となる事項
①　消費税等の会計処理方法　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象

外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しておりま
す。

②　連結納税制度の適用　　　　　　連結納税制度を適用しております。

３．表示方法の変更に関する注記
（『税効果会計に係る会計基準』の一部改正等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当事業年度
の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
分に表示しております。
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４．貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保付債務

（担保資産）
建物 1,990,010千円
土地 2,734,753千円

合計 4,725,764千円

（担保付債務）
短期借入金 1,004,000千円
長期借入金 6,916,000千円

合計 7,920,000千円
　また、上記のほか、社会福祉法人綿半野原積善会の借入債務150,000千円に対する担保として土地
131,250千円を、関係会社の仕入債務87,943千円に対する保証として投資有価証券5,904千円を差し入れ
ております。

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 6,162,525千円
⑶　保証債務

　関係会社等の金融機関からの借入及びファクタリング債務等に対し債務保証を行っております。
㈱綿半ホームエイド 1,651,642千円
綿半ソリューションズ㈱ 155,529千円
綿半パートナーズ㈱
SHIN WATAHAN COMPANY LIMITED

573,400千円
31,067千円

合計 2,411,639千円
⑷　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

①　短期金銭債権
②　長期金銭債権

3,035,643千円
800,000千円

③　短期金銭債務 2,866,538千円
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５．損益計算書に関する注記
⑴　減損損失

　当事業年度において以下の資産グループにおいて減損損失を計上しております。
　市場価格の著しい下落、収益性の悪化等により、回収可能価額が帳簿価額に満たない資産グループについ
ては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失4,536千円として特別損失に計上してお
ります。その内訳は、遊休資産（建物附属設備4,217千円、消耗什器239千円、土地80千円）であります。
　事業用資産（賃貸資産）及び遊休資産とも各物件をグルーピングの最小単位としております。
　回収可能価額は、不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価によっており、一部重要性の低いものについては
固定資産税評価額等によっております。

用途 場所 種類 金額（千円）

遊休資産 　愛知県一宮市 　建物附属設備、消耗什器 4,456

遊休資産 　長野県千曲市 　土地 80

合計 4,536

⑵　関係会社との取引高
①　関係会社に対する売上高 3,462,092千円
②　関係会社からの仕入高並びに販売費及び一般管理費 26,428千円
③　関係会社との営業取引以外の取引高 102,918千円

６．株主資本等変動計算書に関する注記
　　当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

（単位：株）
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 摘要

普通株式 48 － － 48

合計 48 － － 48
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７．税効果会計に関する注記
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
減損損失 262,191千円
減価償却超過額 66,240千円
投資有価証券評価損 113,349千円
関係会社株式評価損 222,552千円
長期未払金 61,653千円
合併受入土地評価差額 84,037千円
資産除去債務 226,328千円
繰越欠損金 335,342千円
借地権 95,258千円
その他 111,471千円
繰延税金資産小計 1,578,427千円
評価性引当額 △1,474,672千円

繰延税金資産合計 103,754千円
繰延税金負債

合併受入土地評価差額 △280,420千円
資産除去債務に関する除去費用 △136,770千円
その他有価証券評価差額金 △81,817千円
その他 △168千円

繰延税金負債合計 △499,176千円
繰延税金負債の純額 △395,422千円
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８．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

種類 会社等
の名称 所在地

資本金又は
出資金
(千円)

事業の
内容又は

職業

議決権等の
所有(被所)

割合(％)

関連当
事者と
の関係

取引の内容 取引金額
(千円) 科目 期末残高

(千円)

子会社

㈱綿半
ホーム
エイド

長野県
長野市 100,000 小売事業

所有
直 接  
100.0

経営の
管理及び
指導

資金の貸付･借
入（注１） － 短期借入金 1,614,673
利息の支払
（注１） 17,860 － －
債務保証
（注２） 1,651,642 － －
担保受入
（注３） 480,000 － －
経営指導料
（注４） － － －
配当金の受取
（注５） 660,000 － －

㈱綿半フ
レッシュ
マーケッ
ト

愛 知 県
一宮市 48,600 小売事業

所有
直 接  
100.0

経営の
管理及び
指導

資金の貸付･借
入（注１） － 短期借入金 698,056
利息の支払
（注１） 11,119 － －

㈱綿半
Ｊマート

東 京 都
新宿区 100,000 小売事業

所有
直 接  
100.0

経営の
管理及び
指導

資金の貸付･借
入（注１） － 短期貸付金 467,720
利息の受取
（注１） 21,980 － －

綿半パー
トナーズ
㈱

長 野 県
飯田市 100,000 小売事業

所有
直 接  
100.0

経営の
管理及び
指導

資金の貸付･借
入（注１） － 短期貸付金 679,566
利息の受取
（注１） 8,531 － －
債務保証
（注２） 573,400 － －

㈱アベル
ネット

東京都
台東区 33,000 小売事業

所有
直接 
100.0

経営の
管理及び
指導

資金の貸付･借
入（注１） － 短期借入金 553,808
利息の支払

（注１） 1,809 － －

綿半ソリ
ューショ
ンズ㈱

長野県
飯田市 100,000 建設事業

所有
直 接  
100.0

経営の
管理及び
指導

資金の貸付･借
入（注１） － 短期貸付金 779,319

－ 長期貸付金 800,000
利息の受取
（注１） 20,161 － －
配 当 金 の 受 取
（注５） 895,670 － －

綿半トレ
ーディン
グ㈱

東京都
新宿区 45,472 貿易事業

所有
直 接  
100.0

経営の
管理及び
指導

資金の貸付･借
入（注１） － 短期貸付金 1,109,036
利息の受取
（注１） 18,227 －

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
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取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）当社ではグループ内の資金を一元管理するキャッシュ・マネジメント・システム（以下ＣＭＳ）を採用

しております。ＣＭＳを用いた資金取引について取引の内容ごとに取引金額を集計することは実務上困
難であるため、期末残高のみを表示しております。なお、金利については市場金利を勘案して決定して
おります。

（注２）銀行借入等に対して債務保証をしておりますが、保証料は受取っておりません。
（注３）当社の銀行借入金に対する土地・建物等の担保提供であり、主としてＣＭＳの借入枠に対するものであ

ります。
（注４）経営指導料については、一定率の手数料に基づく基本契約によっております。
（注５）子会社からの配当金額については、業績・内部留保及び当社グループ内の基準等を総合的に勘案し、決

定しております。

９．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 936円95銭
⑵　１株当たり当期純利益 142円00銭

10．重要な後発事象に関する注記
　特記すべき事項はありません。

－ 25 －


